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令和２年度答申第１１号 

令和２年５月１４日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第４号（令和２年４月１７日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 立替払事業に係る未払賃金額等の確認処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求に係る処分は取り消されるべきである旨の諮問に係

る判断は妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 本件審査請求の骨子 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が行った賃金の支払

の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号。以下「賃確法」という。）

７条に基づく立替払事業に係る未払賃金の額等の確認申請（以下「本件確認申

請」という。）に対し、Ａ労働基準監督署長（以下「処分庁」という。）が未

払賃金の額等の確認処分（以下「本件確認処分」という。）をしたところ、審

査請求人がこれを不服として審査請求した事案である。 

２ 関係する法令の定め 

（１）賃確法７条は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業の事業主

が破産手続開始の決定を受けた場合において、当該事業に従事する労働者で

所定の期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金（支払期日の経過後

まだ支払われていない賃金）があるときは、当該労働者の請求に基づき、当

該未払賃金に係る債務のうち所定の範囲内のものを当該事業主に代わって政
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府が弁済する旨規定する。 

（２）賃確法７条並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行規則（昭和５１

年労働省令第２６号）１２条１号、１３条１号及び１２条１号ヘは、破産手

続開始の決定を受けた事業主の事業を退職した者であって、破産管財人の証

明書の交付を受けることができなかったものが未払賃金の立替払の請求をす

るには、支払期日後まだ支払われていない賃金の額その他の事項について労

働基準監督署長の確認を受けなければならない旨規定する。 

（３）支払期日後まだ支払われていない賃金とは、上記（１）の所定の期間内

にした当該事業からの退職の日（以下「基準退職日」という。）以前の労働

に対する労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）

２４条２項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であって、

基準退職日の６か月前の日から賃確法７条の請求の日の前日までの間に支払

期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものとされている（賃

金の支払の確保等に関する法律施行令（昭和５１年政令第１６９号）４条２

項）。 

（４）労基法１３条は、この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労

働契約は、その部分については無効とするとし、この場合において、無効と

なった部分は、この法律で定める基準による旨規定する。 

（５）労基法３２条１項は、使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間につ

いて４０時間を超えて労働させてはならない旨規定し、同条２項は、使用者

は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８時

間を超えて労働させてはならない旨規定する。 

（６）労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号。以下「労基則」と

いう。）１９条１項は、労基法３７条１項の規定による通常の労働時間又は

通常の労働日の賃金の計算額は、労基則１９条１項１号から７号の金額に労

基法３３条若しくは３６条１項の規定によって延長した労働時間数若しくは

休日の労働時間数又は午後１０時から午前５時までの労働時間数を乗じた金

額とするとし、労基則１９条１項４号は、月によって定められた賃金につい

ては、その金額を月における所定労働時間数（月によって所定労働時間数が

異なる場合には、１年間における１月平均所定労働時間数）で除した金額と

する旨規定する。 

３ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は以下のとおりである。 
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（１）審査請求人は、平成３０年５月３１日、Ｐ社（以下「本件会社」とい

う。）から解雇された。 

（解雇通知書） 
（２）本件会社は、平成３０年１１月２８日、破産手続開始の決定を受けた。 

（破産手続開始決定書） 
（３）審査請求人は、平成３１年３月１４日、処分庁に対し、未払賃金の合計

額が１１４万９５３４円であること等の確認を求める本件確認申請を行った。 
 （確認申請書） 

（４）処分庁は、令和元年５月１５日、本件確認申請に対し、未払賃金の合計

額を３２万４１３３円とする本件確認処分を行った。 
（確認通知書） 

（５）審査請求人は、令和元年８月９日、審査庁に対し、本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（６）審査庁は、令和２年４月１７日、当審査会に対し、本件確認処分は取り

消されるべきであるとし、諮問した。 

（諮問書、諮問説明書） 

４ 審査請求人の主張の要旨 

処分庁の給与計算方法は出来高制を適用している。審査請求人は、ホテル

のフロント業務で、４勤２休を一年中繰り返す勤務であり、月に１９日ない

し２２日勤務をして月給２４万円である。接客業で２４時間営業であり、フ

ロント業務は一勤務一人であったことから、ながら休憩しか取れない状態で

あった。労基法に照らし合わせて月給制として精査をしていただきたい。 

（審査請求書） 

５ 処分庁の主張の要旨 

審査請求人の労働条件は、基本給を２４万円とし、労働時間は午後１０時か

ら翌日午前１０時までの１２時間勤務で、４勤２休のローテーション勤務であ

る。それに基づき審査請求人の１年間における１月平均所定労働時間数を計算

すると２４３時間２０分（３６５日÷６日×４８時間÷１２）となることか

ら、基本給を上記所定労働時間数で除した数と時間外労働時間数及び深夜労働

時間数の積が、審査請求人に支払われるべき割増賃金となる。 

（弁明書） 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

審査庁の判断は、おおむね次のとおりであり、審理員の意見もこれと同旨で
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ある。 

１ 労働条件 

審査請求人の労働条件は、以下のとおりである。 

（１）賃金は、毎月１５日締めの当月２７日払いである。 

（２）基本給月額２４万円、通勤手当日額２００円及び残業手当時間額９５０

円（月の労働時間数が２４０時間を超えた場合に支給される。）である。 

（３）所定労働時間について、午後１０時から翌日午前１０時まで、４勤２休

のローテーション勤務である。 

（４）休憩時間は、一人勤務のためない。 

（５）出退勤時刻は、タイムカードで記録・管理されている。 

２ 割増賃金の計算の基礎となる所定労働時間数等 

（１）月によって定められた賃金額 

審査請求人については、基本給月額２４万円と通勤手当が支給されてい

る。通勤手当は、本件会社の就業規則における記載によれば、通勤距離や通

勤に要する実際の費用に応じて算定する性質の手当ではないため、割増賃金

の基礎に算入する必要があると考えられる。 

（２）１月平均所定労働時間数 

審査請求人の１月当たりの所定労働時間数は月によって異なることから、

労基則１９条１項４号の規定により、１年間における１月平均所定労働時間

数を算出する必要がある。 

審査請求人は、本件会社から雇用契約書を交付されておらず、労働時間

や休日等の労働条件を客観的に示されていない。 

処分庁は、労働契約を締結した当初の取決めである午後１０時から翌日

午前１０時までの４勤２休のローテーションを踏まえ、所定労働時間を１日

１２時間と認定している。しかし、法定の除外事由がないのに、労基法３２

条に定める法定労働時間（１日８時間、１週４０時間）を超える所定労働時

間を定めた労働契約は、労基法１３条により法定労働時間に縮減されるから、

審査請求人の１日の所定労働時間は８時間になると考えられる。なお、同条

により縮減された労働時間に応じて賃金額も縮減されるかについては、審査

請求人の労働契約が月額給であるため、賃金の部分については影響がないも

のと解される。 

また、休日については、本件会社の就業規則から平成２９年度の休日日

数を算出すると９３日、平成３０年度は９２日となる（就業規則には、本件
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会社が指定する日を休日とする旨の規定があるものの、審査請求人は本件会

社と雇用契約書を交わしていないことから、本件会社が指定する日は不明で

あるとして算出する。）。 

上記から１年の所定労働時間数を計算すると、平成２９年度は２１７６

時間（８時間/日×（３６５日－９３日））、平成３０年度は２１８４時間

（８時間/日×（３６５日－９２日）となるが、労基法３２条で定める法定

の労働時間は１週４０時間以内であることから、１年間の労働時間数は２０

８５．７１時間（４０時間/週×３６５日÷７日）を超えることができず、

かかる労働時間数を審査請求人の所定労働時間数とすべきである。 

以上のことから、審査請求人の１年間における１月平均所定労働時間数

は、１７３．８０時間（４０時間/週×３６５日÷７日÷１２）となる。 

（３）労基法３２条を超える時間外労働時間数及び労基法３７条４項に定める

深夜労働時間数 

審査請求人の労働時間の管理は、タイムカードで行われており、時間外

労働時間数の算出について、時間外労働の申請を出す等の手続は就業規則上

規定されておらず、実態としても行われていない。タイムカードの打刻時刻

から使用者の指揮監督下にあったかどうかを客観的に示す資料はないが、労

働時間管理をタイムカードのみで行っている以上、当該タイムカードの打刻

時刻から１月の時間外労働時間数を算出し、かつ、割増賃金計算における端

数処理は、１月における時間外労働等の時間数の合計に１時間未満の端数が

ある場合に、３０分未満の端数を切り捨てそれ以上を１時間に切り上げる必

要があると考えられる。 

（４）休憩時間 

審査請求人が、ホテルのフロント業務は一人勤務であり休憩が取れない

こと、他の業務でも完全に業務から離れることを保障されていないことを主

張しており、その理由に不自然な点はなく、「労基法３４条所定の休憩時間

とは、労働から離れることを保障されている時間をいう」とする裁判例（大

阪地裁昭和５６年３月２４日判決・労経速１０９１号３頁）に照らすと、休

憩時間を取れていないと考えられる。 

（５）以上により、審査請求人のタイムカードから算出した時間外労働時間数

等を基に割増賃金の計算を行うと、未払賃金の額は、合計１１５万５４１４

円となる。 
（６）なお、基本給に、時間外労働及び深夜労働の割増賃金額等を含んでいる
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かについては、本件では基本給に含まれているとする時間外労働及び深夜労

働の割増賃金額及び時間数が明確でなく、本件会社の就業規則においても明

確に示されていないことから、「労働契約における基本給等の定めにつき、

通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別するこ

とができることが必要」であるとする最高裁の判例（最高裁平成２９年７月

７日判決・裁判集民事２５６号３１頁）に基づき、法定の割増賃金を支払っ

たものであるとは認められない。 
（７）よって、処分庁による審査請求人の１月平均所定労働時間数の算出等に

不適切な部分があり、割増賃金の算出手法に誤りがある旨の審査請求人の主

張には妥当性があることから、本件確認処分を取り消すことが妥当と判断す

る。 
第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はう

かがわれない。 

２ 本件確認処分の適法性及び妥当性について 

処分庁が行った本件確認処分に対し、審査庁は、処分庁による審査請求人

の１月平均所定労働時間数の算出等に不適切な部分があり、本件確認処分を

取り消すことが妥当と判断するとしているところ、上記第２の審査庁による

未払賃金の額の算定方法は妥当であると認められることから、本件確認処分

は取り消されるべきである旨の審査庁の判断は妥当である。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求に係る処分は取り消されるべきである旨の諮問

に係る判断は妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第２部会 

委   員   戸   谷   博   子 

委   員   伊   藤       浩 

委   員   交   告   尚   史 
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